
 
 

別 記 様 式 第 六 （ 第 十 六 条 関 係 ）  
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備 考  
１  「 権 利 者 の 住 所 及 び 氏 名 」欄 に は 、権 利 者 が 法 人 で あ る と き は 、

そ の 名 称 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 を 記 載 す る こ と 。  
２  従 前 の 土 地 に 係 る 「 市 区 町 村 及 び 町 又 は 字 」、「 地 番 」、「 地 目 」

及 び 「 地 積 」 の 各 欄 は 、 登 記 簿 に 登 記 さ れ た 表 示 に よ り 記 載 す る

こ と 。こ の 場 合 に お い て 、「 地 積 」欄 に は 、登 記 簿 に 記 載 さ れ た 地

積 が 換 地 を 定 め る と き の 基 準 と な る 従 前 の 地 積（ 以 下「 基 準 地 積 」

と い う 。） と 異 な る と き は 、 当 該 基 準 地 積 を 併 記 す る こ と 。  
３  従 前 の 土 地 に つ い て 、 存 す る 所 有 権 以 外 の 権 利 又 は 処 分 の 制 限

に 係 る 「 種 別 」、「 部 分 」、「 符 号 」 及 び 「 地 積 」 の 各 欄 に は 、 既 登

記 の も の 及 び 申 告 又 は 届 出 が あ つ た も の に つ い て 、 該 当 事 項 を 記

載 す る こ と 。 こ の 場 合 に お い て 「 種 別 」 欄 に は 、 既 登 記 の も の に

つ い て は 、そ の 登 記 簿 に 記 載 さ れ た 順 位 番 号 を 冠 記 し 、「 地 積 」欄

に は 、 登 記 又 は 申 告 若 し く は 届 出 に 係 る 地 積 が 基 準 地 積 と 異 な る

と き は 、 当 該 基 準 地 積 を 併 記 す る こ と 。  
４  従 前 の 土 地 に 係 る 「 権 利 価 額 」 欄 に は 、 土 地 又 は 先 取 特 権 、 質

権 、 抵 当 権 若 し く は 処 分 の 制 限 の 存 す る 土 地 の 部 分 の 価 額 を 記 載

す る こ と 。  
５  「 街 区 番 号 」 欄 に は 、 換 地 図 に 記 載 さ れ た 番 号 欄 を 記 載 す る こ

と 。  
６  電 子 計 算 機 そ の 他 の 機 器 に よ り 記 載 す る 場 合 に は 、 そ れ に 必 要

な 限 度 に お い て 、 欄 を 適 宜 組 み 替 え 、 又 は 新 た に 欄 を 設 け る こ と

が で き る も の と す る こ と 。  
 


